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中央教育審議会大学分科会質保証システム部会（第 10 回）提出意見 

 
学校法人聖心女子学院・常務理事 

日比谷 潤子 
 
〇 通信制について 
 
 コロナ禍により、好むと好まざるとにかかわらず、遠隔授業実施が急速に進んだ。その過
程の中で、通学制・通信制の区分を撤廃すべきとの意見もしばしば聞かれるようになったが、
その中には通信制に係る現行制度、通信制本来の機能・役割に対する理解が不十分なのでは
ないかと思われるものも散見される。区分の議論の前提として、まずは現状をしっかり把握
する必要がある。 
 

一方、通信制を続けるとしても、その授業方法には多分に進化の余地があり、今の時代、
そして将来に向けて、しっかりした質保証システムを構築すべきではないか。 
 
 

以上 
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第 11 期中央教育審議会大学分科会 第 10回質保証システム部会 
「オンライン教育や授業内容・授業方法の進展に伴う質保証の在り方について」にかかる意見 

 
飯吉 透（京都大学） 

 
1. 遠隔授業と面接授業の効果の評価と比較・検証について 
 

 コロナ禍下で緊急避難的に実施されているオンライン授業やハイブリッド授業の実践事例・
経験だけを踏まえて、遠隔授業とコロナ前からの面接授業との比較をおこない、一般的に
「遠隔 vs. 対面」の教育効果の優劣として結論付けるのは、どのような方法を採用したとし
ても拙速・不十分ではないか。 
 

 前回（第 9回）の本分科会でも意見を述べたように、授業の質保証や効果について、「オン
ライン授業」、「対面授業」、「ハイブリッド授業」を単純に一つのレベル上で切り分けて
考えることは、今後の高等教育・大学教育が、多様な分野・教育プログラム・履修内容・学
修者に対応し、教育方法のベストミックスを目指していくことが期待されていることを踏ま
えると、大局的・恒常的な解決に繋がらないのではないか。 

 
 
2.  より包括的な授業の質保証の基準・仕組みの必要性について 
 

 対面授業を想定した授業の質や教育・学修効果がこれまでしっかり評価・保証されてきたの
であれば、それをベースとして、さらに「通信制大学や遠隔教育を用いた学位プログラムを
有する大学・学部等の設置・評価のために用いられてきた授業の質保証の基準や仕組み」を
参考にしながら、より包括的な「授業の質保証の基準・仕組み」にアップグレード・拡張で
きるのではないか。もし、これらの基準・仕組みがこれまで不十分であったのであれば、こ
の機会に根本的に考え直し、今後中長期的の利用に耐え得るものを整備すべきである。 
 

 その際に、教育分野・内容、教育方法（説明中心の講義・実習・探究学習・協働学習等）、
共時的特性（同期・非同期・両者混在）、双方向性、教員・学生・TAの役割などを勘案
し、異なった形態（対面・オンライン・ハイブリッド等）をどのような教育・学習活動に適
用すべきかを多面的に検討することが肝要である。その上で、評価・質保証の基準・方法・
仕組みを、あらかじめ国や評価・認証機関等によって示されたガイドラインを参考にしつ
つ、各高等教育機関・部局が策定・運用することが望ましいのではないか。 

 
3. 国としての効果検証の進め方について 
 

 論点として挙げられている「各大学での効果検証の状況を踏まえた、国としての効果検証の
進め方をどのように考えるか」については、コロナ禍下の各大学での効果検証の状況、さら
にコロナ禍以前も含めた国内外のオンラインやハイブリッドを活用した通学制・通信制の大
学における効果検証・報告を踏まえて、前述したようなガイドラインを国や評価・認証機関
が示し、国内の大学等の教育機関の先導をおこなうことが望ましい。 
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 今回のコロナ禍下での各大学等におけるオンライン授業対応を巡る混乱・困難などを省みる
と、2009年に廃止された独立行政法人メディア教育開発センターのような公的な機関の設
置も、今後の我が国の高等教育の DX化や ICTやメディアの教育的活用の国レベルでの研究
開発や基盤整備を推進していく上で大いに必要ではないか。 
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2021 年 8 月 4 日開催 中央教育審議会大学分科会質保証システム部会 
委員提出意見＿大森昭生(共愛学園前橋国際大学) 
 
①オンライン教育や授業内容・授業方法の進展に伴う質保証の在り方について 

前回、「資料２」においては、遠隔授業等の効果検証の在り方について論点が提示され、
同資料【参考】において、遠隔授業の効果の検証ののちに、その単位修得の柔軟化の検討が
必要との教育再生実行会議第 12 次提言関係部分が提示されました。部会の議論においても、
委員のご意見の多くが効果検証ののちに、制度の見直し等を進めるべきというものであっ
たと認識しています。 
 遠隔授業等の効果検証を進めると同時に、現行の 60 単位上限という在り方についても、
具体的に何が支障となっているのかについて、十分に明らかにしないと、制度の見直しには
着手できないのではないでしょうか。残り 64 単位も（一つの授業内ではありますが）半分
までは遠隔授業を活用することができるようにもなっています。当面は現行制度を活用し
ながら検証を進めるのがよいのではないでしょうか。 
 一方で、現行制度の見直しが行われないことで、旧来型の体制に戻るべきという、意図と
異なるメッセージが受け止められるのも違うと思います。これまで当部会や、教育再生実行
会議等で議論されてきた「オンラインを活用して、新しい形で教育の質向上を図っていくべ
きではないか」という意見を踏まえ、コロナ禍前に後戻りするのではなく、新たな教育を模
索するために、限定的に、あるいは試行的にでも、教育の質の向上に役立つ（遠隔授業を柔
軟に取り入れる）新たな取組を一定程度認められるような仕掛けを考えてもよいかもしれ
ません。ただし、その場合においては、学生が「通学制と思って入学したのに実際は遠隔授
業がほとんどだった」ということにならないよう、あらかじめ各大学の対面：遠隔の比率等
が明示され、入学希望者の大学選択の判断材料にできるような情報公表が必要と考えます
（このことは、制度が正式に見直される場合においても必須の条件となるでしょう）。 

また、前回の「資料 1－1」には通信制と通学制の各種比較も掲載されていました。教育
再生実行会議第 12 次提言では「通学制と通信制の区分を含めた大学設置基準の在り方や設
置認可制度、認証評価制度の見直しなど・・・」と通信制との関係に係る言及もあります。
通学制と通信制の遠隔授業の差異を明確にしているのは「（即時的な）双方向性の担保」に
あります。現在のリカレントを含めた学びの在り方を勘案するに際しては、現行の通信制大
学の役割は少なくなく、就労と学業の並立を可能にすることの意義を維持すべきことから、
一概に通学制と通信制の区分を見直すことについては、慎重に進めるべきと思います。 

なお、通信制と通学制の違いが「双方向性の担保」にあることを踏まえると、通学制の遠
隔授業の制度の柔軟化を検討するに際しては、双方向性が担保され得る授業規模あるいは
授業運営体制に関する基準について検討の意義があると考えます（このことは対面授業に
ついても同様と言えます）。 
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②大学設置基準、設置認可制度の在り方について 
専任教員に係る論点について、「魅力ある地方大学の在り方」、「教学マネジメントや知識

集約型社会への対応」という観点から申し上げます。 
現在、社会の変化の速度が増しています。そのことは、地方においても同様です。地方大

学が魅力を発するのは、当該地域の社会変化に伴うニーズに柔軟に対応していくことによ
ると思います。一方で、地方大学は、当該地域の進学者数、あるいは人材ニーズと相まって
比較的小規模であることが常であります。そういった地方大学が、地域社会のニーズに臨機
に応変するためには、学部学科等の設置に係る専任教員の基準の緩和が必要であると考え
ます。その意味において、前回「資料 4－2」において「業務量に基づく柔軟な算定方法が
行えるよう定義を見直してはどうか。」という点は非常に重要な観点と考えています。 

一方で、専任教員は単に授業科目を担当するのみではありません。学生の生活、履修、進
路等にかかる支援・指導も含む卒業に責任を持つ体制にとって、また各種の大学運営業務に
とっても重要な役割を果たすものであり、（業務量が相当する）兼務教員のみで学部が構成
されるのも異なります。よって、専任教員の在り方について、「大学における教育を担当す
るにふさわしい教育上の能力を有する」という場合の教育の意味を単に授業科目を担当す
る、あるいは授業科目を担当するにふさわしい研究業績を有するという意味を越えて定義
しなおすとともに、例えば現在教授が半数以上となっている定めを専任教員が半数以上と
して、それ以外は業務量に基づき算定された専任教員に準ずる教員とするなどの一定の基
準が必要になると考えます。 

また、大学の使命は、教育、研究、地域貢献と言われますが、専任教員の役割として地域
貢献の明記がなされていませんので、併せて定義に加えられるとよいと考えます。 

次に、教学マネジメントや知識集約型社会への対応については、前回資料の（参考）でも
示されている通り、教員に合わせてカリキュラムがあるのではなく、学修者主体のカリキュ
ラム構築や授業科目の整理統合、授業の協働担当やクロス・ディシプリンな学修プログラム
が期待されているところです。そうしますと、教員は自身の研究領域を超えて授業の担当や
協働実施をしていく必要も出てくるでしょうし、研究業績では判断できないイシューベー
スの科目（例えば、地域課題を扱うような協働実施の PBL 授業等）も担当していくことに
なるでしょう。科目と研究業績の一対一の教員審査から、大括りな教育上の能力を審査する
方向へと移行していく必要があると考えます。（このことは学部教育を想定しており、大学
院における研究上の専門性は別途考えられるべきものと捉えています。） 

なお、研究業績による教員審査に比重が置かれていることは、各大学の教員評価にも影響
を及ぼし、学生指導等を含む教育や地域貢献が重視されないことによる弊害にもつながっ
ているように思われます。 



（曄道委員提出意見） ポストコロナ時代の大学のあり方～デジタルを活用した新しい学びの実現～（概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

２．国の規制の緩和や支援 
（１）大学設置基準 

【
緊
急
課
題
】 

【
中
長
期
的
に
検
討
が
必
要
な
課
題
】 

①遠隔授業の方法により修得する単位数の上限 

○卒業要件にかかわるオンライン授業による修得単位数（60単位）の上限は
撤廃すべき 

②単位の実質化 

○単位の実質化を実現し、生涯学び続ける自律的学修者を育成するため、現
行の単位制で定められている「学修時間」や「単位数」はガイドラインと
し、「在籍年数」は削除すべき 

③校舎等施設、校地面積、校舎の面積等 

○オンライン授業を高度に活用することにより、空間と時間から相当な部分
で解放されることから、大学施設に関する基本的な考えを示す第 34条（校
地）以外の基準は全面的に削除すべき 

④定員管理 

○学部間や大学間における連携教育プログラムの実現のためにも、定員管理
の単位は学部単位ではなく大学単位とすべき。 

○定員管理は単年度ではなく、複数年度の平均で行うべき。定員の単年度充
足率を経常費補助金算定の基準とすることは、大学の運営を委縮させる要
因となっている。 

○国がリカレント教育やグローバル化の推進という方針を今後も堅持するな
らば、その定員は別枠扱いの措置とすべき 

○収容定員に対する専任教育数の規定は学部の種類や大学の実態に即して見
直すべき 

⑤専任教員・職員の定義、役割 

○教職中間職とも呼ぶべき「専門的職員」や「実務家教員」などの登場で教
員と事務職定義が曖昧となっている。教員と職員の定義、役割について規
定すべき 

 （１）大学での学び 

○デジタル化により私立大学の個性
や特色ある学びについて、どのよう
な新しい形態の学びが可能となる
のかを模索する必要がある。 

○学修者本位の視点に立った「オンラ
インに適した学び」と「オンライン
には適さない学び」の区別や適切な
組み合わせに対して共通認識を持
つ必要がある。 

 
 
 
○産官学連携のもとオンラインを活
用したリカレント教育を積極的に
推進する。 

○リカレント教育の位置づけや責任
ある運用を大学設置基準の中に明
示することも検討する必要がある。 

 
 
 
 
○オンラインを活用して、高校生や保
護者に３ポリシーの説明や大学の
特色、卒業後のキャリアパスを情報
共有することが可能となる。 

○大学授業の先取り（入学後は単位と
して認定される）制度の導入を検討
する。 

○入学者選抜のデジタル化について
は将来的な課題とする。 

１．ポストコロナ時代を見据えた大学教育（大学の改革の方向性） 

はじめに 
（本提言
の目的） 

◆本提言は、ポストコロナ時代に向けた新たな大学教育の方向性を示すものであり、単位の実質化をはじめとする大学設置基準や質保証のあ
り方はどのように見直されるべきか、広く議論するための提言である。 

◆今後、大学は、①いかなる災害のもとでも学びを止めない体制を構築するとともに、②デジタルを活用した学修者本位の学びの多様化、深
化の方法を開発し、教育の質を上げていくことが重要である。 

◆デジタルを活用した学びを実現する場合、「学びの場」としての大学の機能は、校舎面積等の一律の規定によるものではなく、どのように 
"学生たちの人間形成の場"を創造し、保全するかが問われる。 

 （２）グローバル化 

○留学前指導の一環としてオンライ
ンでの日本語学修プログラムを提
供することで、より高質な日本留学
を実現可能となる。また、送り出し
の学生に対しても同様のプログラ
ムを提供したり、留学中の支援の多
角化も期待できる。 

○海外の大学と連携し、オンラインに
よる相互の留学を実現することが
可能となる。 

 
 
○地方大学と海外の大学の連携を進
め、オンラインによる単位互換制度
等を整備し、海外を含む他地域から
の学生の獲得を目指すべきである。 

○学生のクロスアポイントメントの
ような制度を模索して、地方大学と
首都圏の大学の新たな連携を提示
することもできる。 

 
 
○大学は、学生の課外活動の重要性を
認識し、対面を組み合わせたハイブ
リッド授業を積極的に導入するな
ど、オンキャンパスでの課外活動の
活性化のための方策を検討する。 

○海外学生団体との交流等が容易に
なるなど、オンラインを活用すれ
ば、課外活動の展開が広がる。 

 （３）リカレント教育  （４）地方創生と大学間連携 

 （５）高大接続  （６）課外活動 

６
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４．授業料に対する考え方 

○国は、国立大学と私立大学に対する公的な財政支援の格差について抜本的な
是正をすべきである。 

○現在の授業料の制度は、入学から卒業までの標準４年間学ぶための経費であ
り、年度均等性を図るような授業料設定となっている。今後、大学は、多様
な学び方の学生間の公正性を図るために、従量制に基づく１科目当たり授業
料の本格的な検討も視野に入れる必要がある。 

３．質向上のあり方 

○大学は、オンライン教育を含めたポストコロナの大学教育の学修成果の可視
化の指標や測定方法について検討を開始する。 

 
 
○文部科学省は、オンライン教育に関する定義を明確にし、公表すべき情報に
ついて大学間に共通理解を形成する必要がある。 

○大学は、オンライン教育の急速な普及を受け、新たな学生支援の一つとして
認識すべき「情報支援」の方針について検討したうえで、情報公表の指針を
策定する必要がある。 

○大学は、授業料に関して人件費依存率等を含めた情報を積極的に発信し、社
会の理解と支持を拡大する方策を検討する。 

 
 
○大学は、大学教育を取り巻く環境が急激に変化し、それに応じて運営方針を
変更することが大学の社会的責任であることを認識し、自己点検・評価活動
の必須要件に、「定期性」と「恒常性」に加えて、「迅速性」をもって対応でき
る体制を整備する。 

○大学は、学長ガバナンスのもとで全学的内部質保証システムを整備のうえ、
機関別認証評価を積極的に活用し、個性と多様性を重視する私立大学の質向
上の最も信頼できるエビデンスとする。 

 

○大学設置基準の緩和に伴い大学の質の低下を招かないための方策として、認
証評価機関等を通じて、①教育の質、②経営状況、③定員充足率、④情報公表
を含むガバナンス体制等の観点についてより厳格に点検し、承認を得た大学
に対して緩和策を適用するということも考えられる。 

○新たに大学を認可する場合は、現行の基準を適用し、完成年度以降緩和の対
象としていくなどの方策を講ずるのも一案である。 

① デジタル化対応への財政支援 

○情報インフラ整備のための基盤的な財政支援が継続的に行われるべき 
○DX に関連する人材育成や先端的な教育プログラムの開発に対する公的
支援が不可欠 

② 学生に対する経済支援 

○「学生支援緊急給付金」や「緊急特別無利子貸与型奨学金」を継続的に
措置していく必要がある。また、私立大学学生の経済的困窮を救うため
の要件の見直しが不可欠 

○中間所得層の学生に対する学びの支援を恒久的な国の支援制度として
講ずるべき 

○学生の安定的な学びを保障するため、経済的に困窮する学生に対する通
信利用料等の救済措置を継続すべき 

③ リカレント教育推進に係る支援 

○受講する個人に対する受講費用の所得控除などの税制優遇措置や一定
の出席率を前提とした給付金等の支給を講ずるべき 

○リカレント教育を行う大学に対して、寄附を促進するための優遇税制な
どのインセンティブを整備すべき 

④ 大学病院に対する支援 

○医療インフラの確保や今後の医療分野の進展のためにも、大学病院に対
する全面的支援をすべき 

⑤ 学校法人に対する寄附促進 

○法人からの私立学校への寄附拡大のため、寄附者のインセンティブ拡充
となる税制措置を導入すべき 

【
中
長
期
的
課
題
】 

（１）学修成果の可視化 

（２）情報公表 

（３）内部質保証と認証評価 

（３）財政支援 

【
緊
急
性
の
高
い
課
題
】 

（２）大学設置基準の緩和に伴い大学の質の低下を招かないための方策 

７
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はじめに 
 

（本提言の目的） 

コロナ禍を経験した今日、これからの大学における学生たちの学び方について、大学関係者、

とりわけ多くの学生が学ぶ私立大学の教職員は真摯に向き合い、考えなくてはならない。日本

私立大学連盟（以下、「私大連」という）では、総合政策センター政策研究部門会議において、

大学自らが「ポストコロナ時代の大学のあり方」を示すことが重要であるとの認識のもと、私

大連としての考え方をとりまとめることとした。本提言は、ポストコロナ時代の大学がいかな

る方向に改革を進めていくべきか、そのために大学設置基準、質保証の基準はどう変わる必要

があるか、広く議論するための提言である。 

 

今後の学びの体制は、以下の二つの理由で変わる必要がある。 

第一に、学びの危機管理である。新型コロナウイルス感染症が沈静化したとしても、継続す

る地球温暖化の亢進のもとでは、食料不足による森林の消滅、凍土の溶解等を要因とするパン

デミックは繰り返される可能性がある。世界における豪雨や洪水、日本における震災の可能性

も高い。いかなる災害のもとでも学びを止めない社会をつくる必要がある。各私立大学はその

ための体制をつくっておかねばならない。 

第二に、新しい学びの方法の模索である。従来、学生は多くの科目を浅く学んで卒業単位を

充足する傾向があり、「単位の実質化」への改革が工夫されてきたが、進捗しなかった。しか

しながらこの間、遠隔・オンラインによる授業の経験により、デジタル環境を活用し、個々の

学修者に合わせた学びの多様化や深化の方法を、開発する可能性が出てきている。また急速に

変化し複雑化する社会で、新たな領域を拓いて就業を続けるためには、年齢や距離的な制約を

問わず、生涯に複数回の学ぶ機会を得るリカレント教育への道も、想定できるようになった。

さらに、デジタル・ネットワークを使って海外大学との研究・教育の連携を一層進めるために、

大学設置基準や単位制度の制約を緩和することや、海外大学との単位互換の条件を整える必要

がある。以上のような点で私立大学は、この状況を新しい学びの方法を模索する好機としたい。 

 

（グランドデザインの見直しの必要性） 

私大連は 2018 年４月に提起した『未来を先導する私立大学の将来像』において、大学が育成

すべき能力として、以下の４点を挙げた。 

①人間としてのあり方を常に問う主体的で洞察力に富んだ思考力 

②AI による代替が不可能な分野で新たな職能を深めることのできる柔軟な能力 

③歴史と現在、変わるものと変わらぬものを知ったうえで、今日と未来の変化を理解する能

力 

④地域（世界における日本、日本における各地域）を熟知し、日本及び地域が持っている資

源を活用し、その独自性を表現する能力 
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これらの目標はポストコロナ時代であっても変わることはない。むしろ主体性、柔軟性、変

化への理解力、独自性の表現力は、ますます重要なものとなっている。これらの能力を個々の

学生が身につけるためには、一斉教育による知識の習得のみに頼ることはできない。迅速に新

たな学びの方法を獲得するために、ここで提言する改革は 2030 年度までを達成目標とする。 

2018 年 11 月に中央教育審議会が答申した『2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン』

は 2040 年に向けたものであったが、すでに、少なからぬ部分で見直しが必要となっている。た

とえば、グローバル化については、オンラインによって相互の留学を実現させる方法を組み込

むべきであり、リカレント教育、地方創生、大学間連携、高大接続についても、ICT の活用が

必須となった。 

2018 年４月に公表した私大連の『未来を先導する私立大学の将来像』の諸提言もまた、今回

の提言の中で見直しがされている。たとえば、新たな教育基盤整備のために必要な国の支援に

ついては、デジタル化促進のより大規模な整備のために具体的な提言を行なっている。大学設

置基準の改正についてもすでに提言したが、本提言ではデジタルを活用した新たな教育を実現

するために、より具体的かつ大幅な改正提言を行なっている。さらにリカレント教育について

もすでに大学側の整備の提言と産業界への参加推進の提言とを行なっているが、より切実な問

題となっており、本提言では国への支援の要請も含め、デジタル環境を活かす方向で、速やか

に実現すべき提言となっている。 

 

（デジタルを活用した新しい学びを考えるときに必要な観点） 

デジタルを活用した新しい学びの実現には、以下の三つの観点が必要である。 

①「学修者本位の学びへの転換」 

各私立大学は、少人数教育へ舵を切る努力をしてきた。実際にゼミをはじめとする多くの少

人数授業が展開されるようになった。しかし、全員が固定された教具によって一方向を向く教

室空間のデザインのあり方や、卒業までに充足しなければならない科目数の多さなどの制約も

あり、依然として大教室における一方向の授業が多かった。このような授業では一人ひとりの

学生と向き合うことが難しく、学修者本位の学びが困難であった。しかし比較的多くの学生を

教える授業であっても、対面とデジタルを組み合わせＴＡなどを投入することによって、個別

指導を実践できる可能性を模索することができる。さらに、デジタルを活用することで学生自

身が目標を設定し、スケジュールを管理し、目標達成まで実践する流れを、教員が見える形で

学ぶ仕組みをつくることも可能である。曜日、時間、回数、教室の形に縛られた授業について

の固定観念を超えつつ、「学修者本位の学びとは何か」「単位の実質化はいかに可能か」「成

果の見える化はどのように達成できるか」「そもそも学修における成果とは何か」など、根本

的な議論をすべき時にきている。その議論と方法の模索や試行を通して、学修者の立場に立っ

た学びの方法を確立することは、今後、年齢・国籍・地域を問わず生涯を通して大学で学び続

けるためには必須である。 
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②「デジタルを活用した新しい学びの実現」 

すでに述べたように、学びの危機管理を確実にするためにも、また、新しい学びの方法を開発す

るためにも、オンライン授業、オンデマンド授業、対面とデジタルを活用したハイフレックス、ハ

イブリッドなどの教育方法への移行は不可避である。それらをやむを得ず導入する時期は過ぎ、む

しろ教育・研究の国際化、リカレント教育の進展、大学間連携の進捗などに活かすことが、今後の

大学のあり方であろう。ハイフレックス、ハイブリッド型教育が通常の形になるとすれば、デジタ

ルの進展によってより多様で効果的な方法を模索し、創造することが世界中で起こるであろう。 

デジタル技術は日進月歩である。現在われわれが体験しているオンライン、オンデマンドは、や

がて様変わりするであろう。しかしながら対面のみの授業に戻ることはない。大学はコロナ以前か

ら、もはや黒板とチョークだけで教育できる環境ではなかった。すでに各大学は ICT インフラの入

れ替えなどに多くの予算を組んできており、ICT 経費は大きな負担となってきた。今後も ICT によ

る研究・教育が不可避であるなら、テクノロジーの変化に即応しつつ、学修者の立場に立った教育

をたえず目指さねばならない。そのためには、たとえば土地や建物のランニングコストなどとの間

で、経費の入れ替えも必要となる。また、ICT インフラ整備への国からの財政的な支援も必要にな

る。大学にとって何が必要で何が不要か、改めて考える時期に来ている。 

 

③「授業以外の人間形成、課外活動の重要性」 

ポストコロナ時代の大学のあり方として、本提言は「デジタルを活用した新しい学びの実現」を

目指すものである。しかしそれは大学における授業以外の活動の教育上の重要性を軽視するもので

はない。 

2020 年度においては、感染予防の仕組みがまだ十分には周知されておらず、座席の間隔の取り方

や、教室や食堂などにおける予防のためのパーテーションやパネルの設置、検温や除菌用品の設置

なども進んでいなかった。したがって大学構内に入ること自体を止める方法がとられた。オンライ

ン授業になるだけではなく、構内におけるさまざまな課外活動が大きく制限されることによって、

とりわけ新入生の心身の健康は、少なからず損なわれたと考えられる。 

教職員は経験的に、スポーツその他の部活動、サークル活動、ボランティア活動、催し物として

の入学式、学位授与式、大学祭などによって学生たちが多くの友人を得ることや、人間としての多

面的な学びを通して人間形成がなされる事実を知っている。コロナ禍においてはさらに、それらが

担っていた役割の大きさを痛感した。したがって、それらの活動が制限されることで、精神的な健

康、身体的な健康が損なわれる可能性があるだけでなく、人間形成の機会を大幅に失うことを懸念

している。 

 

（学びの場としての大学の機能） 

「デジタルを活用した新しい学びの実現」は、学びの質を学修者本位の方向に高める授業の方法、

学びを通しての国際的、地域的な連携、生涯にわたる学びの可能性を広げるためであって、学びの

場としての大学の存在を否定するものではない。 
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第一に、学問分野によっては実習・実験が必須であり、その中にはオンラインによって代替でき

るものもあるができないものもある。代替できない、あるいはすべきでない実習・実験を明確にし、

感染予防を十全にしたうえで実習・実験の実施を継続する必要がある。 

第二に、授業以外の多様な活動によって人間形成をする場としての大学の意味が、今までより問

われ、重要視されるであろう。大学を、単に授業を受けるだけの「学校」としてではなく、年齢・

国籍を問わない多様な学生同士が交流し、教職員とかかわり、あるいはさまざまな困難を乗り越え

るための相談の場とすることは、大学の存在価値を高める。また地域や社会に開かれた活動を通じ

て学生が問題関心を広げ、読書など授業外の学びをも充実させ、思想を深め、人間形成を遂げてい

く、そのような場として捉え直すことは、大学を人間に必須な社会インフラに成長させることにな

る。大学は学修の場にとどまることなく、それらの機能を一層充実させていく必要がある。 

これらの充実は、面積等による一律の規定にしたがうものではなく、各大学の独自性に立脚した

ものであることが望ましい。その大学が立地している環境の独自性、建学の精神やたどってきた歴

史、学部構成や教員などのありよう、課外活動の種類や活発さなどを認識し、学生たちが人間形成

を遂げる場をどのように創造し保全していくか、それぞれの大学が問われるであろう。そこにこそ、

私立大学の一層の多様性が実現される。 

 

 

１．ポストコロナ時代を見据えた大学教育 
 
（１）大学での学び 

 

（デジタルを活用した新たな学びの可能性） 

新型コロナウイルス感染症拡大は、わが国の大学教育に多大な影響を及ぼしている。大学は、

学生の大学での学びの機会を保障するため、キャンパス閉鎖時には、オンライン授業を導入、

実施してきた。このように、いわば緊急避難的に導入されたオンライン授業だが、実際に行な

ってみると、オンライン授業にはさまざまな利点があることがわかってきた。対面授業に比し

て、空間的・時間的な制約が圧倒的に少なくなる点、またオンデマンド型授業では、動画を繰

り返し視聴することで、学生の理解が深まるという点などである。特にオンデマンド型授業は、

疾病や障害を持つ学生の学修機会の充実にも繋がり、これも大きな利点である。 
 デジタル化は、グローバル化、リカレント教育、地方創生、大学間連携、高大接続などを推

進するうえで極めて有効であり、さまざまな工夫により「大学での学び」の機会と質を飛躍的

に向上させることが可能である。また、課外活動についても新たな展開を拓く可能性を秘めて

いる。通信環境の整備、自習室の確保、より使いやすく安全性の高いソフトウェアの開発など、

主にインフラ整備に時間と費用を要するが、今後、私立大学は教育のデジタル化を積極的に進

め、私立大学がこれまで実施してきた個性や特色ある学びについて、どのような新しい形態の

学びが可能となるのかを模索する必要がある。 
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（新たな学びの効果に対する適切な評価） 

 一方で、単なるデジタル化が適切ではない教育分野が存在することを忘れてはならない。医

療薬学系や理工系、農畜産学系、芸術系、体育系における実習・実験授業や演習授業などがそ

れである。実習・実験後のデータ整理などはデジタルの活用を積極的に試みるべきである。し

かし、実際に手や体を動かすことによって体得すべき技術は、将来的にＶＲによって学ぶこと

が可能になるかもしれないが、現状は適切な指導者の元、安全に配慮しながら少人数で実際に

自らの手足で操作することによって学ぶ以外の手段はない。大学は、実習・実験授業や演習授

業の重要性を理解し、学修者本位の視点に立った「オンラインに適した学び」と「オンライン

には適さない学び」の区別や適切な組み合わせに対して共通認識を持つとともに、新たな学び

に対する評価方法を検討のうえ、その効果を検証していく必要がある。 
 
（２）グローバル化 

 

（コロナ禍における留学の現状と課題） 

大学のグローバル化は、留学の受け入れと送り出しを核としつつ、学内環境の多様性の確保

や卒業後のネットワーク活用など、多面的な役割が期待できる。しかしながら、コロナ禍の影

響により世界的規模で人流が停止あるいは著しく抑制され、留学という学生の往来そのものが

事実上停止状態にある。特に、留学を強く希望し準備を進めてきた学生の対応に苦慮している

大学は多く、現在もなお先行き不透明な状況にある。さらにコロナ禍にあっても、留学先での

滞在を強く望んだ学生のケア、留学を義務付けた教育課程における代替措置など、これまでに

ない課題が一気に生じた。留学に関しては、受け入れ・送り出しを問わず、申請から学内選考

を経てビザ発給に至る諸手続き、往来や送迎、そしてホームステイあるいは入寮の手配など、

経費も要するさまざまな準備が欠かせない。大学は諸状況に鑑みて、中止ないし延期を判断せ

ざるを得ないが、先行き不透明の中、留学希望者や担当部局は繰り返しこれらの準備に取り組

まざるを得ない。また、すでに留学中で一時帰国した場合などは、再入国に支障が生じてもい

る。このような不安定な状況が１年以上にわたって続いていることを踏まえて、当該学生のメ

ンタル面のサポートにも配慮する必要がある。 
 

（オンラインによる留学生支援の新たな試み） 

このような困難に直面する一方で、オンライン環境の急速な整備に伴い、時間やコストを要

する留学に関しても新たな気づきが少なくない。まず入国前の留学生に対して、オンラインに

よる授業はもとより指導や情報提供、支援を一気に拡充することができた。ポストコロナ時代

を見据えて、たとえば留学前指導の一環としてオンラインでの日本語学習プログラムを提供す

ることで、持続的かつ効率的な日本語力と日本理解の向上を促し、より高質な日本留学を実現

できる。 
また、送り出しの学生に対しても、受け入れ大学との協議により同様のプログラムを提供し
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うるであろうし、留学中のメンタルケアや支援の多角化も期待できる。このようなオンライン

を活用した留学前教育や支援の拡充は、大学の立地とはかかわりなく取り組むことができ、今

後の受け入れ・送り出しのいずれの場面においても重要な役割を果たすと考える。このような

オンラインを活用した新たな試みに関して、大学間連携に基づき広く情報やプログラムの共有

を図り、効率的な運用に向けてさらに工夫することも可能であろう。 
 

（オンラインによる相互の留学の実現） 

急速なオンライン環境の整備は、国内外、学内外のグローバル化の促進を決定づけたと言っ

てよい。ポストコロナ時代において、従前のような留学の回復はもとより、オンライン活用に

よる多様性を育む基盤整備をも射程に入れる必要がある。オンライン環境の充実は、これまで

留学や異文化を意識してこなかった学生に対しても新たな学びの機会を提供する。つまり留学

の代替という水準に留まらず、大学でのグローバル教育の裾野を広げつつ、高大接続をも視野

に入れた長期的な視点からの人材育成へと繋げていく。日本の将来像と関連付けたグローバル

教育目標を明示化したうえで、海外の大学と連携し、こうしたプログラムの単位化や学位プロ

グラムをさらに充実させ、カリキュラムでの位置付けと質保証の枠組みを明確にしてオンライ

ン授業を積極的に活用する。同様のことは大学院においても十分に可能で、大学の自主性を尊

重しつつ企業との連携による人材育成スキームを構築し、未来志向のリカレント教育の起動に

も繋げたい。 
 
（３）リカレント教育 

 

（産学連携によるリカレント教育の推進） 

コロナ禍において、企業におけるテレワークが、また大学ではオンライン授業が急速に普及

し、このことはリカレント教育の新展開の可能性を示唆している。仕事観や生活観にも新たな

方向が見出され始めており、いわゆるＺ世代1が社会で活躍し始めるタイミングを捉えて、リカ

レント教育に向き合う大学の姿勢が問われている。これまでのリカレント教育は、大学が提供

しうる仕組みやコストなどの制約により、あくまで主体的な学びという当事者の選択に委ねら

れてきた。今後は、大学中心の視点だけではなく、わが国の将来像と結び付けたキャリアアッ

プについて真剣に議論し、オンラインを活用したリカレント教育を積極的に推進するなど、産

官学連携による共通基盤の構築に努力すべき時機到来ととらえるべきである。 
すでに提供している多様なプログラムをより分かりやすい形で情報提供するとともに、リカ

レント教育に対する考え方を大きく転換させ、わが国の将来に資するプログラムを創出し、そ

の位置づけや責任ある運用を大学設置基準の中に明示することもスピード感をもって検討し

                                                   
1 Z 世代の定義は厳密には定められていないが、日本では 1990 年後半頃から 2012 年頃に生まれた世代を指し、生

まれた時点でインターネットが利用可能であったという意味で、真のデジタルネイティブ世代としては最初の世代

と考えられている。 
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たい。一方で、安定的・持続的運営を図るために、まったく別物のプログラムとしてではなく、

本来の教育研究活動として位置づけうる工夫も必要である。その際、たとえば気候変動や SDGs

など共有すべきテーマも組み込むなど、市民や消費者として次世代社会を担う学生とともに学

ぶ環境も提供することで、地方創生に資する人材活用にも新たな刺激をもたらす。これらは原

則として単位化したプログラムとし、ハイブリッド型あるいはオンデマンド型の特性を踏まえ

た必要時間数や単位数、認証評価制度を一体とする整備を進め、大学院教育ともあわせて実務

家教員としての道筋を明示すべきである。リカレント教育のオンラインプログラムに関しても、

企業や社会の理解を得るための目的意識の共有と質保証が不可欠であることはいうまでもな

い。 
 
（４）地方創生と大学間連携 

 

（オンライン活用による人材流動の促進と地域の魅力発信） 

コロナ禍における全国の大学での学びは、オンライン授業を中心とすることを余儀なくされ

たため、地方の大学においてもオンライン環境の整備が格段に進み、インターネットの利用に

関しては地方も大都市圏も、利便性については大きな差はなくなった。この環境整備により、

デジタルを活用した大学教育は新たな段階に入り、ポストコロナ時代における地方創生の有用

な手段の一つとして利用できる可能性が高まった。地方創生においては、その地域の特性を最

大限活用した産官学の緊密な連携が必須である。自治体、企業、大学は、それぞれ地域の特徴

や魅力をインターネット上で発信することにより、他地域からの人材流入を試みることができ

る。 
大学としては、その地域ならではの特徴ある教育・研究を行なっていることを積極的に発信

し、首都圏大学を含む他大学との違いをアピールすることが重要であろう。また、現在行われ

ている交換留学に加え、デジタルを活用した他大学、特に海外の大学との連携に取り組み、オ

ンラインによる単位互換制度や一部オンラインを利用したダブルディグリープログラムなど

を整備し、海外を含む他地域からの学生の獲得を目指すべきである。他地域出身の学生が多く

その大学に入学することにより人材の流動化が進み、地方創生の一助となることが期待される。 
また、自治体や地元企業の協力を得て、独自奨学金の創設や、地元企業のみならず農業や漁

業、伝統産業なども含む地方の特徴を生かした職種のインターンシップ制度を導入するなどし

て、高校生が「入学したい」と思うような独自性の高い魅力ある大学へ進化させたい。たとえ

ば、学生のクロスアポイントメントのような制度を模索して、地方大学と首都圏の大学、さら

には地方大学と地方大学との新たな連携を提示することも考えたい。単なる地元学生の囲い込

みでは将来性がない。他地域からの人材獲得に向けた積極的な施策が必要である。 
 
（大学間連携を生かした新たな学びの促進） 

オンライン環境の充実は、大学の所在地や学修者の居場所を問わず、これまでとは異なる
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次元で最新の情報や優れた授業、研究成果などに接する機会を格段に増やした。このことを

爾後の人材育成や研究にどのように繋げていくかという点において、大学間連携もまた新た

な視点や問題意識が求められる。 
コロナ禍において、海外の大学と互恵的な対応を模索する中で、視覚効果や双方向性を高

める教育機会の創出や工夫は少しずつ進展している。何よりも学修者に資するためのリアリ

ティを探求しつつ、言語活用や異文化理解の機会として、単位認定や学位授与に係る協議や

質保証、改善などに、より積極的に取り組む必要がある。 
一方で国内においては、コロナ禍での各大学の経験を踏まえた情報交換はもとより、教育

資源の共有や今後に向けたリスク管理などを見据えた連携も有用であろう。首都圏の大学と

地方大学との新たな連携は、たとえばオンライン授業を介して、わが国が抱える課題を俯瞰

しつつおのおのの問題意識を育み、自身の出身地について多角的に考える機会提供にも繋が

る。このことを下地として、「現地」を訪れたからこその学び、たとえば単位化したＵターン

あるいはＩターンインターンシップの送り出し・受け入れを促進し、地方創生の視点から交

流人口の増加、人材交流の基盤整備にも繋げていくことが必要ではないか。さらに、地方大

学同士の連携は、地方固有の問題を共有しやすくなるため、より効果的な地方創生の具体案

を講ずることが可能となるであろう。また、地方創生の観点には、東京一極集中という災害

に対する脆弱性や均衡ある国土発展等に向けた施策も必要となる。日常的な往来が可能な同

一地域における大学間連携に加えて、人口減少社会を生きていく学生たちの意識を覚醒し、

地域の枠組みを大きく超えるダイナミックな連携に期待するところは大きい。地域を超えた

重層的な関係を意識づけることで学生の社会性は鍛えられ、新たな社会課題への予見性を高

めることも期待できる。さらに、地方創生に活力をもたらす連携スキームは、仕事観や生活

観が流動化しつつある中、リカレント教育の先取りとなるであろう。 
 
（５）高大連携 

 

（オンラインを活用した高大連携の学び） 

 オンライン環境の整備により、大学教員による高等学校での「出前授業」や「研究紹介」

をオンラインで行なうことが可能となり、その開催が容易となった。高大接続については、

大学にとってコロナ禍以前よりも情報発信しやすい環境となっている。各大学は、高校生向

けにアドミッション・ディプロマ・カリキュラムの３ポリシーの説明と、大学の特色をアピ

ールする動画などをインターネット上で積極的に発信してはどうか。大学ではどのような教

育を行い、どのような人材を育てたいか、また卒業後はどのようなキャリアパスとなるかを

紹介し、あわせて入学するためにはどの程度の学業成績が必要か、また入試制度はどうなっ

ているかを、デジタルを利用して高校生の保護者にわかりやすく伝えるべきである。 
高等学校においても情報環境較差を克服しつつ「キャリア研究」という時間を設け、大学

や企業が発信する動画などのオンライン情報を、学内で閲覧•視聴できるシステムの導入が考
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えられる。入学者と大学のミスマッチを防ぐためにも、これらの情報共有は重要である。ま

た、オープンキャンパスや進路•入学相談もオンラインを併用、活用することにより、遠隔地

の高校生も参加しやすい環境をつくるべきであろう。出前授業や研究紹介などは高等学校側

からの要望があれば、オンデマンドで配信できるようにし、高校生が大学での生活をイメー

ジできるシステムを構築したい。ただし、従来型の対面による交流も重要であるので、これ

は残す必要がある。また、一部の大学で附属高等学校を対象として行われている大学授業の

先取り（入学後は単位として認定される）もオンラインを活用すれば、より効率的に行なう

ことができる。一定の条件の元、単位先取り制度を一般の高校生にも適用できる制度の導入

も検討してよいだろう。 
 

（オンラインによる入学者選抜の展望） 

入学者選抜については、総合型選抜や学校推薦型選抜等では面接選考をオンラインで行な

うことは可能であるかもしれないが、現時点では完全なデジタル化は公平性やセキュリティ

の面で不安がある。入学者選抜については、大学入学共通テストの今後の動向も注視しつ

つ、デジタル化は将来的な課題としたい。高等学校作成の調査書については、今後そのデジ

タル化が進むことが予想されるが、デジタル化にあたっての問題点、その対応策についても

議論を進めていく必要がある。 

また、現在、入学者選抜の課題の一つとして、総合型選抜及び学校推薦型選抜の試験期日

等が遵守されていないという実態が指摘されている。このような日程等のルールの違反は、

高等学校教育に悪影響を与え、学校教育の進展を阻む要因にもなり兼ねない。高大接続の重

要性を踏まえれば、私立大学は自律的に試験期日を遵守し、入学者選抜改革を推進しなくて

はならない。 
 

（６）課外活動 

 

（コロナ禍における課外活動の現状と課題） 

 コロナ禍においては、課外活動が著しく制限されたこともあり、各学生団体においては活動

が低調になった。入構制限などにより新入生獲得も難しくなったため、休部や廃部に追い込ま

れた団体もある。また活動の主体がオンラインとなり、対面での活動ができなかったため、異

なる価値観やバックグランドを有する学生や社会人ＯＢ・ＯＧとの交流の機会が大きく減少し

た。新型コロナウイルスの感染状況が落ち着けば、学生団体の活動状況もコロナ以前のレベル

まで戻ることが期待される。しかし、授業の多くがオンラインで行なわれることにより、学生

がキャンパスに来る機会が減少することになれば、課外活動も低調になることが懸念される。

課外活動を通じた他者との交流は、学生の人間形成に資するものであり、大学教育の重要な要

素の一つである。大学は、学生の課外活動の重要性を認識し、ハイブリッド授業の積極的な導

入を検討するなど、オンキャンパスにおける課外活動の活性化のための方策を検討する必要が
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ある。 
 

（オンラインを活用した新たな課外活動への展開） 

一方、オンラインを積極的に活用した新たな課外活動の可能性もみえてくる。たとえば、遠

隔地の他大学、特に海外の学生団体との交流などである。体育会系では、同じ競技を行なって

いる外国の大学のアスリートとのオンライン懇談会、文系で SDGs 活動に取り組む団体は、同

様の活動を行なっている海外学生団体との意見交換などが可能であろう。模擬国連や国際ディ

ベート大会などへの参加もオンライン開催であれば容易となる。国際的な視野を持つ学生を育

てるうえで、正課とは視点が異なる多様なアプローチが考えられる。大学が海外の協定校と連

携し、国際的な課外プロジェクトを学生団体に提案することができれば、ポストコロナ時代の

新しい課外活動の流れをつくることができるかもしれない。 

 ポストコロナ時代では、デジタル化の進展により、授業の開講様式、課外活動のあり方も変

化し、キャンパスの様子もコロナ以前とは大きく異なっていくであろう。大学という学びの場

は決してバーチャルなものではなく、キャンパスというリアルな場である。そこに行けば、学

友がおり、サークルの仲間がおり、教員や職員もおり、学生にとって平等に学びの機会がある。

そのような実体のある学びの場の確保と、オンライン教育との適切な融合が強く望まれる。学

生の自由な発想による自主・自律的な正課・課外活動が、オンキャンパス及びオンライン上の

双方で展開されることを期待したい。 
 
 
２．国の規制の緩和や支援 
  

（１）大学設置基準 

  

本提言が示す「デジタルを活用した新しい学びの実現」のための三つの観点、すなわち①

「学修者本位の学びへの転換」、②「デジタルを活用した新しい学びの実現」、③「授業以外

の人間形成、課外活動」を実現するためには、現状の大学設置基準を変更することが不可欠

である。なぜなら、たとえば①「学修者本位の学び」では、いつ、どこで、どうやって、ど

れだけ学修したか、よりも、目標とする学修成果をどれだけ得られたかということが大学教

育に問われるからであり、そこに立脚した「単位の実質化」が求められている。 

あるいは、②「デジタルを活用した新しい学びの実現」のためには、時間や空間を超えた

これまで大学に求められてきた施設設備の概念とは異なる教育資源が必要となっている。ま

た、③「授業以外の人間形成、課外活動」においても、そのための効果的なハード面やソフ

ト面の教育資源は大きく様変わりしている。こうした状況を踏まえて以下、項目ごとに抜本

的に改訂すべき大学設置基準の内容を示すことにする。 
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① 遠隔授業の方法により修得する単位数の上限【緊急性の高い課題】 

 オンライン授業であっても対面授業と同様にシラバス、出席確認、課題提出や大学による

授業実施状況の把握は十分に可能であり、オンライン授業と対面授業とを区別する根拠は見

当たらない。したがって、必要な授業のオンライン化をさらに推進するため、卒業要件にか

かわるオンライン授業による修得単位数の上限は撤廃すべきである。 

 

＜大学設置基準に関する提案事項＞ 

○［第 32条５］（卒業の要件）「第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は

六十単位を超えない」を削除する。 

 

② 単位の実質化【中長期的に検討が必要な課題】 

 学修者本位の学びの実現には、確固とした学修成果を得ることが重要であることを踏まえ

れば、学修時間、学修期間、学修場所が規制されることは大学教育上の意味をなさない。そ

れよりも、学修成果の可視化や定量的・客観的測定方法を早急に確立することで「単位の実

質化」につなげるべきであり、現行の単位制のように学修時間や単位数といった外形的な基

準を重視する必要はない。そこで、こうした単位の実質化を実現し、生涯学び続ける自律的

学修者を育成するために改廃すべき「基準」の条文として具体的に以下の指摘を行なう。 

 

＜大学設置基準に関する提案事項＞ 

１．学修時間に関してはどれだけ勉強に時間を費やしたかではなく、学修成果を得ることを

目的とすることが必要である。したがって、一律に時間数を規定はすべきではなく、ガイ

ドラインとして示すべきである。 

○［第 21条２］（単位）「一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて

構成することを標準とし」を削除する。 

○［第 21条２の一］（単位）講義及び演習の「十五時間から三十時間までの範囲で」を削

除する。 

○［第 21条２の二］（単位）実験、実習及び実技の「三十時間から四十五時間までの範囲

で」を削除する。 

○［第 22条］（一年間の授業期間）「三十五週にわたる」を削除する。 

○［第 23条］（各授業科目の授業期間）「十週又は十五週にわたる期間を単位」を削除する。 

 

２．学修期間に関しては、学修成果を重視すればその期間が短くても長くても、学修者の都

合に合わせればよいものである。留学促進を図るためには４年間の卒業年限は大きな足か

せであり、一方、単位累積加算制度の活用による社会人の学び直しの促進のためにも卒業

要件の在籍年数は阻害要因である。 

○［第 32条］(卒業の要件)にある在籍年数を削除する。 

21 
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３．学修場所について、学修者がより大きな成果を求めて留学などによって複数の大学にお

いて学修する方向へと社会が進むことを考えれば、所属大学における単位互換の上限数を

定めることに疑問が生ずる。どこで（どの大学）よりも何を（学位）学んだかを重視して

この規定を撤廃すべきである。 

○［第 28条］(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)「六十単位

を超えない範囲で」を削除する。 

 

４．授業方法に関しては、現在の講義、演習、実験、実習、実技といった分類は適切である

と思われるが、通学制の学内教室における教育方式を前提とした現行の条文を見直し、オ

ンラインや学外実習等も同等に扱う条文へと改訂すべきである。 

○［第 25条２］（授業の方法）「大学は、…前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる」を改訂する。 

 

③ 校舎等施設、校地面積、校舎の面積等【中長期的に検討が必要な課題】 

 オンライン授業を高度に活用することによって、空間と時間から相当な部分で解放される

ことから、もはや現行の「基準」第八章（校地、校舎等の施設及び設備等）はこれからの時

代にはまったく適合しない。たとえば「校地・校舎」については、今後は空間の広さで論じ

るべきではなく、どのような教育的な機能を有しているかの「量」的評価から「質」的評価

へと転換することが求められる。すなわち、大学が施設のデジタル機能をどこまで進化させ

て学びの質保証に担保するかということが重要であって、これまでの基準では対応できない

ことは明白であり、全面的に削除・改訂を図るべきである。結論的には、第 34 条（校地）の

大学施設に関する基本的な考え方を示せば十分であり、各大学が自らの教育上の個性を発揮

できる施設設備を用意すればよいことである。現在の条文は置くべき施設や備品にまで事細

かに規定しているが、そういう必要はないので、第 34 条以外の条文は不要と考える。 

 

＜大学設置基準に関する提案事項＞ 

○［第 35条］（運動場）を削除する。 

○［第 36条］（校舎等施設）を削除する。 

○［第 37条］（校地の面積）を削除する。 

○ [第 37 条２]（校舎の面積）を削除する。 

○ [第 38 条]（図書等の資料及び図書館）を削除する。 

 

④ 定員管理【中長期的に検討が必要な課題】 

 大学が学部や学年、学生属性種別等の壁を取り払って柔軟な教育プログラムを積極的に展

開するためには、学部別、学年別の入学定員による定員管理が妨げとなっている。これは入

学定員から収容定員に基準を転換するべきである。入学定員による入口管理は、すべての学
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生が４年間で卒業することを前提にしている。しかし学修成果重視の出口管理という近年の

質保証システムの基本方針とは明らかに根本的に矛盾している。また、これは、長期履修制

度を利用した社会人学生の位置づけが難しく、リカレント教育の推進を妨げる一因にもなっ

ている。 

また、定員管理の単位は、学部ではなく大学とするべきである。学部間の連携教育プログ

ラム設置が奨励されていることを考えると当然の帰結である。さらに、コロナ禍によって、

オンライン授業が急速に普及し、複数キャンパスをつなぐ学際的副専攻制度、複数大学をつ

なぐ大学連携教育プログラムなどの実現可能性が増大してきているが、そのためにも大学全

体での定員管理が不可欠である。また定員管理は、単年度ではなく、たとえば、認証評価受

審ごととするなど、複数年度の平均で行なうべきで、定員の単年度充足率を経常費補助金算

定の基準とすることは、大学の運営を委縮させる要因となっている。 

リカレント教育やグローバル化の推進という方針を今後も堅持するのならば、社会人学生

や留学生に関する定員は別枠扱いの措置にするなどが必要である。一方、収容定員に対する

専任教員数について第 13 条（専任教員数）には、「大学全体の収容定員に応じた専任教員

数」と定められているが、学部の種類に応じた専任教員数にかなりの違いがあり、また学部

等をスクラップ・アンド・ビルドすることによる改革を進めるためにも、収容定員に対する

専任教員数の規定は学部の種類や大学の実態に即して見直すべきである。 

ところで、学生教員比率は認証評価等でも評価値として取り上げられるところであるが、

この場合に教員をどのように定義するかは難しい問題である。特に私立大学は財政的な側面

からも専任教員数に限りがあり、非常勤講師等に教育のかなりの部分を依存しなければなら

ない。その実態を踏まえた教員の定義が必要となる。 

 

＜大学設置基準に関する提案事項＞ 

○［第 13条］（専任教員数）の収容定員に対する専任教員数の規定は学部の種類や大学の実

態に即して見直すべきである。 

 

⑤ 専任教員・職員の定義、役割【中長期的に検討が必要な課題】 

 専任教員は第 12 条２（専任教員）において「専任教員は、専ら前項の大学における教育研

究に従事するものとする。」と定義され、また第２条３（教員と事務職員等の連携及び協働）

で両者の役割分担が謳われているものの、教職中間職とも呼ぶべきさまざまな「専門的職

員」の登場によって、教員と事務職員の定義があいまいになり、またその境界がはっきりし

ていない。とりわけ教員については、職名が多様化しただけではなく、クロスアポイントメ

ント制度の導入などによって雇用形態も多様化したため、専任教員の概念が極めてあいまい

になっている。また、実務家教員については、明確な定義もないまま、また、分野別特性に

も顧慮することなく一律の配置が求められるなど、教育現場の混乱を引き起こしている。 
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一方、職員についても、基準で想定されている専門的職員（第 38条３）である司書は図書

館機能の多様化に伴って、図書館職員に求められる能力も多様化したため、形骸化してい

る。また、アドミッション・オフィサーやリサーチ・アドミニストレータ―など新たな「専

門的職員」が次々に登場している今、大学が必要とする「専門的職員」独自の定義や職能及

び役割について規定することが必要である。 

質保証方策の一つとして教職協働の推進を目的に義務化されたスタッフ・ディベロップメ

ントをさらに実質化するためにも、教員と職員の定義や職能及び役割に関する基準を明文化

するべきである。 

なお、大学はデジタル化を推進し、事業や予算のさらなる効率化を図り、常に冗費を省く

努力をしなくてはならないが、この効率化は、教職員の削減を目的としたものではない。む

しろ教職員の連携と組織的体制の中で、学修者本位のオンライン教育プログラムを開発し、

効果的な授業運営のコーディネートのもとに質の高い授業を実践しなければならないのであ

る。予測困難な時代に大学が即応し、そのダイナミズムによって教育を深化させるには、教

員や職員のこれまでとは異なる能力や技術も必要となる。多様な能力をもった教職員の協力

があってこそ、新たな教育が実現できるのである。 

 

＜大学設置基準に関する提案事項＞ 

○教員と職員の「定義」、「職能」及び「役割」に関する基準を明文化すべきである。 

 

（２）大学設置基準の緩和に伴い大学の質の低下を招かないための方策 

  

本提言では、上記①～⑤に関する大学設置基準の見直し等を求めているが、この規制を緩

和することによって、大学教育の質の低下を招いてしまうことも考えられる。確かに、18歳

人口の減少による大学の規模の問題や社会に求められる高度な専門知識を有する人材の育成

を考える時、これからの大学において質の低下を招く事態は許されない。既存の大学も新た

に大学を設置する場合においても、大学は、社会の信頼を獲得し学生の学びを持続可能なも

のとしなければならない。 

たとえば、大学設置基準の緩和に伴い大学の質の低下を招かないための方策として、認証

評価機関等を通じて、①教育の質、②経営状況、③定員充足率、④情報公表を含むガバナン

ス体制等の観点についてより厳格に点検し、承認を得た大学に対して緩和策を適用するとい

うことも考えられる。また、新たに大学を認可する場合においては、現行の基準を適用し、

完成年度以降緩和の対象としていくなどの方策を講ずるのも一案である。 

教育の質を担保し健全な大学運営を行なう大学については、大胆な大学改革を進め、新し

い教育に挑戦できるよう国は後押しすべきである。 
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＜大学設置基準の緩和に伴い大学の質の低下を招かないための提案事項＞ 

○大学設置基準の緩和に伴い大学の質の低下を招かないための方策として、認証評価機関等

を通じて、①教育の質、②経営状況、③定員充足率、④情報公表を含むガバナンス体制等

の観点についてより厳格に点検し、承認を得た大学に対して緩和策を適用するということ

も考えられる。 

○新たに大学を認可する場合は、現行の基準を適用し、完成年度以降緩和の対象としていく

などの方策を講ずるのも一案である。 

 

（３）財政支援等 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、各大学はこれまでオンライン授業の拡大や学生支

援などさまざまな対応を行なってきた。ポストコロナ時代において新しい学びを実現するため

には、各大学の一層の努力とともに、財政支援等の手厚い公的支援の継続が必須である。 

 

① デジタル化対応への財政支援【緊急性の高い課題】 

 国は、『教育の情報化ビジョン』（平成 23 年）2以降、さまざまな提言、計画等で教育におけ

る ICT 活用の推進を訴えてきたが、新型コロナウイルス感染症拡大は、この動きを一挙に加速

した。いまやすべての大学が教育のオンライン化に取り組んでいると言っても過言ではない。 

一方、こうしたデジタル化への対応は、多額の資金を必要とする。国は、令和２年度の３次

にわたる補正予算において、オンライン授業を推進するためのシステム・サーバー整備、機材

整備並びに技術面・教育面の支援体制整備にかかわって財政措置を講じたが、これはコロナ禍

にあって大学教育を止めないための緊急避難的な措置であった。 

 情報インフラはモバイル５Ｇの展開を持ち出すまでもなく、最も技術革新の激しい分野であ

り、いったん整備しても、機材・設備・技術の陳腐化に見舞われる。近年の社会のＤＸ化によ

って、こうした動きはさらに早まる。情報インフラ整備のための基盤的な財政支援が継続的に

行われる必要がある。 

さらに、以上のハード面の支援とともに、わが国の私立大学が、国内はもとより世界の大学

を見据え、質の高い多彩なオンライン授業のプログラムが提供できるよう、そうしたオンライ

ン教育を実践する大学に対する戦略的支援が行われることが不可欠である。また、規制の緩和・

撤廃などによって大学が外部資金を調達しやすい環境を整備することも重要である。 

また、諸外国に劣らないＤＸ化を促進するためには、そうした分野で活躍する人材の育成が

急務である。私立大学においても、理系に限らず、学生数では多数を占める文系の学部・大学

においても、リテラシーの一つとしてＡＩあるいはデータサイエンス教育に積極的に取り組む

ことが必要である。しかし、新たな分野ゆえに教授内容、教授法は開発途上であり、また専門

                                                   
2 『教育の情報化ビジョン ～21 世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して～』（平成 23 年４月）今後の学校

教育（初等中等教育段階）の情報化に関する総合的な推進方策について提示したもの 
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の教育スタッフも十分ではない。社会的要請に迅速にこたえるために、いわばキックオフ段階

での先端的な教育プログラムの開発に対する公的な支援が不可欠である。 

  

＜財政支援に関する要望事項＞ 

○情報インフラ整備のための基盤的な財政支援が継続的に行われる必要がある。 

○ＤＸに関連する人材育成や先端的な教育プログラムの開発に対する公的支援が不可欠であ

る。 

 

② 学生に対する経済支援【緊急性の高い課題】 

コロナ禍により経済的困窮に陥った学生を対象に「学生支援緊急給付金」や「緊急特別無利

子貸与型奨学金」が創設されたが、学生やその家計支持者が経済的困窮に陥る時期が個々に異

なることから、緊急措置として終わらせるのではなく、継続的に措置していく必要がある。ま

た「学生支援緊急給付金」については、原則「自宅外学生」「多額の仕送り（年額 150 万円以

上）を受けていない学生」が要件とされており、仕送りには学納金も含まれていることから、

学納金の高い（私立大学平均 122 万円）私立大学生にとって極めて不利な条件となっている。

私立大学生の経済的困窮を救うための要件の見直しが不可欠である。 

 さらに国の学生への支援として、私学助成の「授業料減免」において、令和元年度までは給

与所得 841 万円までの学生を支援する措置が講じられていたが、令和２年度から導入された

「高等教育の修学支援新制度」の創設に伴い本措置は廃止された。新型コロナウイルス感染症

拡大を受け、「学生支援緊急給付金」をはじめ若者を支援するさまざまな措置が取られている

が、経済的に困窮する中間所得層の私立大学生への支援はない。今後は、中間所得層の学生に

対する学びの支援を恒久的な国の支援制度として講ずるべきである。また、私立大学の学生に

対する国の経済的支援は、これまでのように機関補助として私学助成で措置された場合、２分

の１補助を上限とする制約があるなど国公私立大学間の学生に格差をもたらすため、個人補助

として明確に位置付ける必要がある。 

 また、学生に対してリモート環境で安定的な学びを保障するためには、学生の良好な通信環

境が不可欠である。令和２年度には時限的に通信利用料等の軽減措置が講じられたが（令和２

年８月 31日まで）、経済的に困窮する学生に対しては何らかの救済措置の継続が望まれる。 

 

＜財政支援に関する要望事項＞ 

○「学生支援緊急給付金」や「緊急特別無利子貸与型奨学金」を継続的に措置していく必要

がある。また、私立大学生の経済的困窮を救うための要件の見直しが不可欠である。 

○中間所得層の学生に対する学びの支援を恒久的な国の支援制度として講ずるべきである。 

○学生の安定的な学びを保障するため、経済的に困窮する学生に対する通信利用料等の救済

措置を継続すべきである。 
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③ リカレント教育推進に係る支援【緊急性の高い課題】 

「新たな日常」のあり方を確立することが求められるなか、プライベートな時間の有益な使

い方を模索する社会人も増えている。大学におけるオンライン教育の発展は、コロナ禍により

在宅勤務（テレワーク）をする社会人がリカレント教育を受ける環境を大きく改善した。リタ

イア世代を主な対象とする従来の生涯教育の概念が、大きく拡張されたのである。個人のキャ

リアアップ、キャリアチェンジに基づく多様なプログラムを用意し、産学が共通の認識のもと

で、リカレント教育を推進し「学び続ける社会を実現」することが必要である。 

そのためには、国は、私立大学のリカレント教育に係る経費を十分に支援すべきである。具

体的には、受講する個人に対して受講費用の所得控除などの税制優遇措置や、一定の出席率を

前提とした給付金等の支給が望まれる。他方、大学側に対しては、受講者からの安定的な授業

料収入が見込めない現状では、非常勤教員がリカレント教育にかかわる授業時間数も経常費補

助金の配分基準に含めることなどの支援が必要である。また、リカレント教育を行なう大学に

対する寄附を促進するための優遇税制など、リカレント教育推進のためのインセンティブの整

備が求められている。 

 

＜財政支援に関する要望事項＞ 

○受講する個人に対する受講費用の所得控除などの税制優遇措置や一定の出席率を前提とし

た給付金等の支給が望まれる。 

○リカレント教育を行なう大学に対する寄附を促進するための優遇税制などのインセンティ

ブの整備が求められる。 

 

④ 大学病院に対する支援【緊急性の高い課題】 

 大学病院は、新型コロナウイルス感染症治療の最前線で活動する病院はいうまでもなく、そ

れ以外の高度先進医療の提供及び地域医療の最後の砦の役割を担っている。しかし、新型コロ

ナウイルス感染症拡大は大学病院の経営を圧迫している。規模の大きい大学病院は、一般の病

院に比べて、診療停止、病棟閉鎖などによる収支への影響も甚大である。今後もパンデミック

が繰返し襲来すると言われるなか、医療インフラの確保や今後の医療分野の進展のためにも、

大学病院に対する国の全面的支援が必要である。 

 

＜財政支援に関する要望事項＞ 

○医療インフラの確保や今後の医療分野の進展のためにも、大学病院に対する国の全面的支

援が必要である。 

 

⑤ 学校法人に対する寄附促進【中長期的に検討が必要な課題】 

収入の過半を学生等からの納付金収入に依存する私立学校にあっては、寄附金収入による安

定的な財源の確保は経営基盤の強化のためにも優先して取り組むべき課題である。金額の多寡
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にかかわらず、広く個人からの私立学校に対する寄附促進を図っていくことが、私立学校の教

育研究の活性化及びこれを通じたわが国の成長にとって決定的に重要である。また、わが国に

寄附文化を醸成する一助となる。 

さらに、Society5.0 時代の私立学校の教育（研究）機能の強化を図るためには、諸外国に比

して低い水準にとどまっている個人はもとより、法人からの私立学校への寄附の拡大が必要で

ある。寄附者のインセンティブの拡充を図るためのより一層の税制措置の導入が不可欠である。 

 

＜財政支援に関する要望事項＞ 

○法人からの私立学校への寄附の拡大のため、寄附者のインセンティブ拡充となる税制措置

の導入が必要である。 

 

 

３．質向上のあり方 
 

（１）学修成果の可視化 

 

（オンライン教育の学修成果の可視化の必要性） 

 私大連教育研究委員会は、2018 年 12 月に報告書『教育の質向上に関する調査』を公表し、

教育の質向上を実現するための最大の課題は、学修成果の可視化であることを確認した。その

うえで、各私立大学の個性あふれる建学の精神をさらに広く社会に発信することを目的として、

三つのポリシーに加えて、アセスメント・ポリシーを定め、それを積極的に公表することを提

言した。なお、学修成果の測定・評価方法については、大学教育の画一化を防ぐため、標準的

方法を定めることはせず、私大連会員大学が実施する多数の優れた取組を例示することによっ

て、各大学の自主的な判断にゆだねることとした。 

 上記報告書刊行後の 2020 年１月には、中央教育審議会大学分科会が『教学マネジメント指

針』を公表した。そこでは名称が「アセスメントプラン」に修正されているが、三つのポリシ

ーに基づいて、大学教育の成果を学位プログラム共通の尺度に照らして点検・評価を実施する

アセスメントプランが教学マネジメント確立の要件であることが改めて確認されている3。私大

連教育研究委員会の提言は、上記の中教審指針を先取りするものであり、学修成果の可視化が

最優先課題であるという基本方針自体には変更はない。 

 ただし、周知のように、コロナ禍においてオンライン教育が急速に普及し、学修成果の測定・

評価方法については、根本的に再考する必要が出てきた。今後、対面授業とオンライン授業の

割合あるいは関係性がどのようになるかについては、現時点では即断を許さないが、オンライ

ン教育がこれだけ普及した以上、その活用が拡大する動向は不可逆的なものと考えるべきであ

                                                   
3 中央教育審議会大学分科会『教学マネジメント指針』（2020.1）p.9 
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ろう。しかし、オンライン教育の学修成果については、現時点では未知の領域と言っても過言

ではなく、教育関係者が総意を結集して、検討を開始する必要がある。 

 上記のような現状認識を踏まえて、私大連においては、会員大学の意見と情報を収集し、ポ

ストコロナ時代の大学教育の学修成果の可視化の指標や測定方法について検討を開始する予

定である。 

 

（２）情報公表 

 

（オンライン教育に関する情報公表のあり方） 

 この四半世紀の日本の大学改革の目的を簡潔に要約するならば、大学進学率が 50％を超える

ユニバーサル段階に到達し4、その専門性と多様性ゆえにブラックボックス化しがちであった大

学教育の透明性を向上させて、一方では高等学校教育との接続を改善し、他方では社会に対す

る説明責任を適切に果たすことであった。その一つの方策として、上記の学修成果の可視化に

注目が集まった。 

 今般のコロナ禍によるオンライン教育の急速な普及に伴って、大学教育の実態が再びブラッ

クボックス化している。オンライン教育の実施状況については、文部科学省、関係団体及び学

協会、あるいは、マスコミ等が緊急に調査を実施しているが、オンライン教育の定義自体が極

めてあいまいであることに加えて、変動する新型コロナウイルスの感染状況に伴って、教員の

授業の実施方法及び学生の受講形態や出席状況等が同一学期内でも変動し続けているため、各

種調査の結果が実態を正確に反映しているかどうかについては、疑問の余地が大きいことを認

めざるを得ない。まずは、文部科学省がオンライン教育に関する定義を明確にして、公表する

べき情報について、大学間に共通理解を形成する必要がある。 

 

（情報公表の新たな視点） 

 ポストコロナ時代における大学教育をめぐって、社会が関心を寄せる問題は、学修成果だけ

ではない。コロナ禍以降、学修成果以上に大きな注目を集めた点は、学生支援と教育環境であ

ろう。学生支援は、伝統的に就学支援、学修支援、就職支援に大別されてきたが、メンタルヘ

ルス、ダイバーシティ、SDGs、大学スポーツの再定義、正課外活動を含めたキャンパスライフ

全体の教育的価値などをめぐって、新たな課題がコロナ禍において次々に浮き彫りになってき

た。従来の枠組みに過度にとらわれることなく、個性ある私立大学にふさわしい情報公表項目

を検討する必要がある。 

また、学修支援の中で、オンライン教育の急速な普及を受けて、とりわけ高い関心が寄せら

れている問題が情報支援である。学生の情報環境に関しては、個人、家庭、地域などによって、

                                                   
4 文部科学省「学校基本統計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計（出生中

位・死亡中位）を元に作成した文部科学省資料「18 歳人口と高等教育機関への進学率等の推移」によると、2020

年の大学（短期大学を除く）進学率は 54.4％である。 
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依然として大きな格差があることが誰の目にも明らかになった。この問題は、公平性の担保と

いう民主主義教育の基本的前提を維持するうえで、看過することができない問題であるが、コ

ロナ禍において初めてその切実さが広く認識された問題でもあるので、デジタル化が急速に進

展する社会の中で、どのような支援方針が妥当であり、どのような情報を公表することが期待

されているのかに関して、明確な共通理解が社会の中で形成されていないのが現状である。単

独の大学の伝統的な業務分掌体制の中では、解決できない新たな複合的課題であるので、まず、

私大連会員大学の意見交換を促進して、公表するべき情報の指針を策定する必要がある。 

 

（授業料に関する情報公表） 

 コロナ禍によるオンライン教育の導入によって、社会的関心を集めたもう一つの話題として、

授業料に関する考え方がある。この問題に関して、私大連は 2020 年４月 27 日に「新型コロナ

ウイルス感染症拡大による大学への影響に係る緊急要望」を公表し、「私立大学の授業料を含

む学生納付金について」適切な見解を過不足なく公表して5、社会に対する説明責任を迅速に果

たすとともに、「一部、誤った理解のもとで行われている学費返還の動きに対し、文部科学省か

ら明確な考えを表明していただきたい」という要望を行なった。 

コロナ禍が長期化し、オンライン教育の活用が不可逆的となった今も、当分の間、上記の見

解と要望に変更はない。引き続き文部科学省に明確な考えの表明を求める一方、私大連会員大

学がこの問題に関して、今後、さらに積極的に情報発信することを支援する。たとえば、学生

納付金に占める人件費の割合を示す人件費依存率6を学生や保護者にも積極的に情報公表する

ことも検討するべきであろう。授業方法が変更されても、人件費を削減しないかぎり、学生納

付金を変更する理由にはならないことをもっとわかりやすく発信することが必要である。さら

に、一般に私立大学の人件費依存率が国公立に比べて高い比率を示す原因が公的財政支援の不

足によるものであることを説明して、私立大学の質向上の必要性について、社会の理解と支持

を拡大する方策を検討する。 

 

（３）内部質保証と認証評価 

 

（全学的内部質保証システムの整備の必要性） 

                                                   
5 私大連「新型コロナウイルス感染症拡大による大学への影響に係る緊急要望」（2020 年４月 27 日）では、授業

料等について「私立大学の授業料を含む学生納付金は、基本的に、授業料、施設・設備費や教育充実費、実習費な

どで構成されている。『授業料』については、オンライン授業や対面授業などの一授業科目の履修を単位として積

み上げているものではなく、学位授与を見据え、その準備を含めた総合的な教育プログラムを提供するための経費

である。『施設設備費』や『教育充実費』等は、単なる利用料としての経費でなく私立大学の教育研究環境の充実

に向けて、キャンパスや設備の維持、管理等に当てられている。したがって、今般のオンライン化による授業料返

還などと関連づけられるものではない。」との考えを示した。 
6 私立大学（大学法人）における人件費依存率の平均（令和元年度）は、95.4％である。（日本私立学校振興・共

済事業団『令和２年度版今日の私学財政』令和３年１月）※大学部門（法人部門、附属病院及び研究所等の別部門

を含まない）は、66.9％である。 
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 大学進学率が 50％を超える中、大学生の約 80％に教育機会を提供している私立大学の質向

上を実現することは、日本の大学教育の質向上を実現することに直結する。そのことから、私

立大学の質向上の最大の目的は、教育の質向上であることに疑問の余地はない。ただし、先に

述べたように、教育の質向上を目的とする自己点検・評価活動を進めるにあたって、三つのポ

リシーに基づく学修成果の可視化を実現するためには、三つのポリシーの実現を支えるための

学生支援、教育環境の整備、そして、中長期財政計画の策定など多岐にわたる課題を解決する

必要があるので、学長ガバナンスのもとでの全学的内部質保証システムの整備が不可欠となる。 

 

（自己点検・評価活動の必須要件） 

 今般のコロナ禍は、内部質保証システムの根幹となる教学マネジメントがリスク・マネジメ

ントと表裏一体であることを明らかにした。全学的内部質保証システムの整備には、PDCA サイ

クルに基づく自己点検・評価活動が不可欠である。自己点検・評価活動の必須要件として、従

来は定期的・恒常的に実施する必要性が力説されてきたが、コロナ禍以前の 2018 年に中央教

育審議会が公表した『2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン』が強調していた「予測不

可能な時代の到来」を不幸にも誰もが実感することになった今、自己点検・評価活動の必須要

件には、定期性と恒常性に加えて、迅速性も求められる。大学教育を取り巻く環境が急激に変

化し、それに応じて運営方針を柔軟に変更することが大学の社会的責任として広く認識される

ようになったので、同一年度内であっても、変更があるたびに迅速に自己点検・評価を実施で

きる体制の整備が必須である。 

 リスク・マネジメントとともに、その必要性が明らかになったものは、大学教育のイノベー

ションに積極的に取り組む企画力である。ICT を活用した大学教育には、参照すべき先例がな

いので、今後は GIGA スクール構想の動向なども踏まえながら、新たな学修環境の中で教育を

受けてきた学生に適切に対応するために、学生のニーズを最もよく知る教職員がその活用や個

別最適化の方策を新規開発することが強く求められるようになる。従来の業務との継続性より

も断続性が表面化した状況では、品質管理のための継続的改善手法であるPDCAサイクルには、

限界があることも認識して、時には先例や実績にとらわれることのない企画を推進することも

重要になる。私大連が教育の「質保証」にとどまらず、教育の「質向上」を提唱する理由は、

現代社会が大学に求めているものは、教育の現状維持にとどまらず、教育の刷新でもあるとい

う現状認識を持っているからである。 

 

（機関別認証評価の役割） 

 内部質保証システムの整備状況は、機関別認証評価の最も重要な評価基準である。法令によ

って定められた認証評価の受審は、認証評価団体が法令に基づいて定める基準を満たすことだ

けが目的と考えられがちであるが、先に述べたように、新たな企画を実現し、第三者評価を経

たうえで、各大学の個性ある取組を広く発信する機会として、積極的に活用する姿勢で臨むべ

きである。とりわけ個性と多様性を重視する私立大学は、認証評価で高い評価を受けることが
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質向上の最も信頼できるエビデンスにもなり、公的財政支援の充実を求める説得力ある根拠に

もなるからである。 

＜教育の質向上に関する提案事項＞ 

○大学は、オンライン教育を含めたポストコロナ時代の大学教育の学修成果の可視化の指標

や測定方法について検討を開始する。 

○文部科学省は、オンライン教育に関する定義を明確にし、公表すべき情報について大学間

に共通理解を形成する必要がある。 

○大学は、オンライン教育の急速な普及を受け、新たな学生支援の一つとして認識すべき

「情報支援」の方針について検討したうえで、情報公表の指針を策定する必要がある。 

○大学は、授業料に関して人件費依存率等を含めた情報を積極的に発信し、社会の理解と支

持を拡大する方策を検討する。 

○大学は、大学教育を取り巻く環境が急激に変化し、それに応じて運営方針を変更すること

が大学の社会的責任であることを認識し、自己点検・評価活動の必須要件に、「定期性」と

「恒常性」に加えて、「迅速性」をもって対応できる体制を整備する。 

○大学は、学長ガバナンスのもとで全学的内部質保証システムを整備のうえ、機関別認証評

価を積極的に活用し、個性と多様性を重視する私立大学の質向上の最も信頼できるエビデ

ンスとする。 

 

 

４．授業料に対する考え方 
 

（ポストコロナ時代を見据えた授業料の考え方） 

21 世紀の知識基盤社会の持続的発展は、国民の一定数が高等教育を修了していることが前提

となる。質の高い高等教育を提供するために、大学は人的・物的資源を確保し円滑な運営を図

っている。この対価に対しては、受益者である学生が第一義的に負担するものではあるが、彼

らの卒業後の社会発展への貢献の大きさを考えると、公的な支援は当然のことである。しかし、

現状は国立大学と私立大学に対する公的な財政支援には大きな格差がある。しかも、学生数に

おいて高等教育の大半を占める私立大学に対する支援が過少であるということは支援額にお

いても対象者数においても不公平が甚だしいと指摘せざるを得ない。さらに、学生への直接的

な財政上の公的支援である奨学金について同じ扱いが起きていることは極めて問題である。 

こうした公的な支援の抜本的な是正を前提としたうえで、私立大学の授業料は、提供する教

育の質の高さに応じた受益者視点で設定されるべきことが原則である。「学修者本位の学び」

の質保証の裏付けとしての授業料が設定されなければ絵に描いた餅である。もちろん、大学は

社会の公器であり、また大学運営の高い効率性を実現して授業料をより安価に設定することは

各大学に求められる。 

こうしたことを背景に考えると、私立大学は、教育研究の安定性・永続性を目的に、授業料
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をはじめとする学生納付金等によって、教職員を構成するとともに校地、校舎等の施設・設備、

その他教育上に必要な人的・物的資源を確保し円滑な運営を図っている。授業料については、

オンライン授業や対面授業などの一授業科目の履修を単位として積み上げているものではな

く、学位授与を見据え、その準備を含めた総合的な教育環境を提供するための経費である。ま

た施設設備費は、単なる利用料としての経費ではなく将来の設備充実のための投資資金と位置

づけられ、私立大学の教育研究環境の充実に向けて、キャンパスや設備の維持、管理等に充て

られている性質のものである。 

したがって、現在の授業料の制度は学生一人の授業料は標準４年間の入学から卒業までに学

ぶことを実現するための経費であり、学年によって経費の発生額が異なるものの、なるべく学

生の支払い負担の年度均等性を図るような授業料設定となっている。 

しかし今後、卒業までの在学期間の撤廃によって社会人などの長期履修学生が増加する、あ

るいは留学等のために短期で卒業する学生が増加することが予想される。これを考慮すると、

多様な学び方の学生間の公平性を図るために、授業料全体の考え方は上記を維持しつつ、卒業

までの授業料総額を卒業までの平均登録単位数等で除して設定するような、従量制に基づく登

録科目１科目当たり授業料の本格的な検討も視野に入れる必要がある。その際には科目種類別

あるいは学部別の単価設定に合理的な基準を用いることが重要である。 

 

＜授業料のあり方に関する要望・提案事項＞ 

○国は、国立大学と私立大学に対する公的な財政支援の格差について抜本的な是正をすべき

である。 

○現在の授業料の制度は、入学から卒業までの標準４年間学ぶための経費であり、年度均等

性を図るような授業料設定となっているが、今後、大学は、多様な学び方の学生間の公正

性を図るために、従量制に基づく１科目当たり授業料の本格的な検討も視野に入れる必要

がある。 
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総合政策センター 政策研究部門会議 委員名簿 

 

一般社団法人日本私立大学連盟 加盟大学一覧 

 

あ 愛知大学 
青山学院大学 

亜細亜大学 

跡見学園女子大学 
石巻専修大学 

追手門学院大学 

大阪医科薬科大学 
大阪学院大学 

大阪女学院大学 

大谷大学 
か 学習院大学 

学習院女子大学 

金沢星稜大学 
関西大学 

関西学院大学 

関東学院大学 
関東学園大学 

九州産業大学 

京都産業大学 
京都精華大学 

京都橘大学 

共立女子大学 
久留米大学 

慶應義塾大学 

恵泉女学園大学 
敬和学園大学 

皇學館大学 
甲南大学 

神戸海星女子学院大学 

神戸女学院大学 
國學院大學 

国際基督教大学 

国際武道大学 
駒澤大学 

さ 実践女子大学 

芝浦工業大学 
順天堂大学 

城西大学 

城西国際大学 
上智大学 

昭和女子大学 

白百合女子大学 
聖学院大学 

聖カタリナ大学 

成蹊大学 
成城大学 

聖心女子大学 

清泉女子大学 
西南学院大学 

西武文理大学 

聖路加国際大学 
専修大学 

仙台白百合女子大学 
創価大学 

園田学園女子大学 

た 大正大学 
大東文化大学 

拓殖大学 

筑紫女学園大学 
中央大学 

中京大学 

津田塾大学 
天理大学 

東海大学 

東京医療保健大学 
東京経済大学 

東京国際大学 

東京歯科大学 
東京情報大学 

東京女子大学 

東京女子医科大学 
東京農業大学 

同志社大学 

同志社女子大学 
東邦大学 

東北学院大学 

東北公益文科大学 
東洋大学 

東洋英和女学院大学 
東洋学園大学 

常磐大学 

獨協大学 
獨協医科大学 

豊田工業大学 

な 名古屋学院大学 
南山大学 

日本大学 

日本女子大学 
ノートルダム清心女子大学 

は 梅花女子大学 

白鷗大学 
阪南大学 

姫路獨協大学 

兵庫医科大学 
兵庫医療大学 

広島修道大学 

広島女学院大学 
フェリス女学院大学 

福岡大学 

福岡女学院大学 
福岡女学院看護大学 

文教大学 

法政大学 
ま 松山大学 

松山東雲女子大学 
宮城学院女子大学 

武蔵大学 

武蔵野大学 
武蔵野美術大学 

明治大学 

明治学院大学 
桃山学院大学 

桃山学院教育大学 

や 山梨英和大学 
四日市大学 

四日市看護医療大学 

ら 立教大学 
立正大学 

立命館大学 

立命館アジア太平洋大学 
龍谷大学 

流通科学大学 

流通経済大学 
わ 和光大学 

早稲田大学 

 
 

 

（50 音順） 
 

                                          （2021 年７月現在） 
 

 

特別委員 
田 中 優 子  法 政 大 学  前総長 

会議員 
圓 月 勝 博  同 志 社  学長補佐、文学部教授【教育研究委員会委員長】 
倉 林 眞砂斗  城 西 大 学  城西国際大学副学長、観光学部教授【国際連携委員会委員長】 
千 田 憲 孝  慶 應 義 塾  学生総合センター長、理工学部教授【学生委員会委員長】 
奥 村 陽 一  立 命 館  常務理事（財務担当）、経営管理研究科教授 

【経営委員会委員長】 
油 井 雄 二  成 城 学 園  理事長、学園長【公財政政策委員会委員長】 
大 野 髙 裕  早 稲 田 大 学  理工学術院教授【研修委員会委員長】 

（2021 年７月現在） 
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「ポストコロナ時代の大学のあり方～デジタルを活用した新しい学びの実現～」 
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中央教育審議会大学分科会質保証システム部会（第 10 回）提出意見 

日本経済団体連合会 常務理事 長谷川知子 

 

１．オンライン教育や授業内容・授業方法の進展に伴う質保証の在り方 

 

 第９回部会でも申しあげたとおり、産学協議会（注 1）では、ポストコロナにおいて「対

面とリモートによるハイブリッド型教育の常態化」を目指している。その観点からみる

と、遠隔授業と対面授業の効果を別々に検証したり、遠隔授業単体の上限単位数を検討す

るのではなく、最初から、ハイブリッド型の教育プログラムとして、それぞれの教育効果

を高める方策を検討すべきである。 

（注１）採用と大学教育の未来に関する産学協議会（経団連と国公私立大学のトップで構成） 

 各大学のカリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーを尊重しつつ、より質の高いハ

イブリッド型教育を目指すのであれば、国としては、組み合わせの全てのあり方を検証・

評価するより、「ハイブリッド型による教育の質を担保するために最低限留意すべき点」

を示すこととしては如何か。教育効果を高める方策自体は、本来、各大学が、受講生の特

性を踏まえつつ、創意工夫をこらして検討すべきものと考える。 

 「最低限留意すべき点」としては、例えば、ハイブリッド型教育における「学生の適切な

評価方法」のあり方などが指摘される。産学協議会では、ハイブリッド型教育の実施に向

けて急ぎ対応が必要な課題の一つに、「より効果的な教授法やオンライン教材の共有、質

保証を担当する学内専門組織の強化や外部委託などを通じて、ハイブリッド型教育の質の

向上を図ることと、学生へのフィードバックを含めた教員と学生間のコミュニケーション

の円滑化・活性化」を指摘している。 

 上記に加え、中長期的には、対面実施を前提とした現状の「授業」や「単位」の概念・あ

り方の見直し、単位互換制度を活用した講座・単位の共通化、ダブル・ディグリー、ジョ

イント・ディグリーの活用等による国内外の大学間の教育連携の推進・強化なども必要で

ある。 
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２．大学設置基準、設置認可制度の在り方 

 

 産学協議会では、Society 5.0 において、各大学が時代の変化や情報技術の進歩に合わせ

て、文理融合カリキュラムや、ＡＩ・データサイエンスなど社会の新たなニーズに即した

新しい学部をよりスピード感をもって柔軟に設置できるようにする必要性を指摘し、現行

の設置認可制度の硬直的な運用（長期にわたる審査期間、認可後の４年間における変更禁

止等）の見直しを求めている。 

 コロナ以前から進んでいた社会の大変容は、コロナ禍を経て一層加速している。ＶＵＣＡ

と言われる状況で、設置認可・届出の際には想定できなかった社会のニーズを積極的に採

り入れ、教育の内容をアップデートしていけるよう、機動的なカリキュラム改革を可能と

する制度への刷新が求められる。そのためには、認可・届出後における合理的理由に基づ

く計画変更や修正に対する柔軟な対応が必要と思われる。 

 前述の通り、ハイブリッド型教育の常態化を前提とすれば、大学・学部単位での設置基準

における校地・校舎面積などの物理的空間に関する規制は全面的な見直しが必要である。

校地・校舎については、空間の広さではなく、オンライン教育に対応するデジタル機能、

設備が備わっているかを確認することなどが必要である。また、海外大学とのジョイン

ト・ディグリー・プログラムの設置認可については、制度創設から６年が経過し、制度へ

の理解が進むとともに実績も蓄積されていることから、同プログラムがより実施しやすく

なるよう、制度の見直しを図るべきである。 

 専任教員についてもより柔軟な制度が求められるが、「教員は一つの大学に限り専任教員

となるものとする」という現行の設置基準を維持する場合であっても、クロス・アポイン

トメント制度の利便性を高めて、国内外の複数の大学で教員を共有することを促進すべき

である。とりわけ、海外大学との兼務などが進めば、大学のグローバル化や海外からの留

学生の呼び込みにも繋がる。 

 

以 上 
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①オンライン教育や授業内容・授業方法の進展に伴う質保証の在り方について 

②大学設置基準、設置認可制度の在り方について 

 

 

 

中央教育審議会大学分科会質保証システム部会（第 10 回） 

2021 年 8 月 4 日 

米澤彰純（東北大学） 

 

オンライン教育や授業内容・授業方法の進展に伴う質保証の在り方について 

 

 学習者の観点に立てば、大学教育のデジタル化の最大の恩恵の一つは、移動の時間的・経

済的コストの削減にある。（大学生は、1 日あたり 1.2 時間を通学・通勤に使っている：参考資

料参照 総務省「平成 28 年社会生活調査」） 

 現行の大学設置基準と大学通信教育設置基準との間には、専任教員数の配置と定員との関

係について大きな条件の違いがある。通学制の大学において、通信制教育の認可を得ること

なく、通信制教育と同等の条件で MOOCｓやハイブリッド、ハイフレックス授業などを含め一部

オンライン・遠隔授業を取り入れることが柔軟にできる仕組みを検討すべきではないか。なお、

この際、現在の対面を前提とした学生の学習環境に対して不利益をもたらさないことが大前提

となる。 

 通学制の大学における遠隔授業について、「通学制の大学は、対面授業を前提としているが、

卒業に要する 124 単位のうち、60 単位までは遠隔授業のみで実施することが可能であるとと

もに、残りの 64 単位についても、主として対面で授業を行うものであれば、その一部（半分未

満）は遠隔授業を実施可能。」という規程は、オンライン・遠隔教育を対面の補完的な形でしか

活用できず、柔軟性に乏しく、質を求めて新しい教育に挑戦する上で、大きな障害になる。た

とえば、対面の授業を行いながら一部（あるいは過半数）の学生が半分以上あるいは全部の

授業をオンラインで受けた場合（ハイフレックス）、教員の立場に立てば対面だが、学習者の

立場に立てばオンライン・遠隔授業になる。また、リアルタイムのオンライン・遠隔授業を大人

数の対面講義よりもインタラクティブにすることは十分可能である。他方で、対面授業を半分に

して残りをオンデマンドにするような省力法など、この規程を質を低下させるような形で用いる

余地があることは容易に想定できる。対面やインタラクティブな授業にこだわるのであれば、む

しろ、ハイフレックスのオンライン受講を含めて、リアルタイムの授業に限って実質 32 単位分を

オンライン・遠隔として認める（64 単位分の内の 50％が科目をまたがって総体として対面であ

ればよい）ような在り方の方がまだ合理的ではないか。 

 ハイブリッド、ハイフレックスなど、オンライン・遠隔授業と対面授業を組み合わせた新しい教育

のあり方に対しての対応に関わる実態・データ把握の必要性。 
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 「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」採択校などを中心に、ハイブリッド、

ハイフレックスの授業に関わる教職員配置（TA、ICT 技術者等の配置を含む）について

の実験的な試みを支援し、同時にどのような条件の下であれば教育の質を確保できるか

について、必要なデータ、エビデンスを得る。これらの試みについては、実験的に規程の

弾力化を図ってよいのではないか。 

 スーパーグローバル大学創成支援事業などの参加大学を中心とした「大学の国際化促

進フォーラム」などを中心に、国際共同教育についての実験的な試みを支援し、同時に

どのような条件の下であれば教育の質を確保できるかについて、必要なデータ、エビデ

ンスを得る。これらの試みについては、実験的に規程の弾力化を図ってよいのではない

か。 

 

教員の在り方について 

 

（現状認識） 

 日本の大学・高等教育全体を見た場合、教育リソース（人員、施設・設備）の配置に非常に大

きな違いが実態としてある。学生／教員比率を見ると、特に人文・社会科学系を中心とした大

学の中には世界的に見ても低い水準（教員あたりの学生数が多い）にある大学が含まれる。

他方で、医学系単科大学などは、世界的にも極めて高い大学が多い（ただし、フルタイム換算

のスタッフの定義に日本の大学が的確に回答しているかを含め、どの程度国際標準化が進ん

でいるかは疑問の余地あり）。 

 THE ランキング(世界版)で日本の最低水準は法政大学の 40.8（日本版では関西大学の

44.2）。世界版では法政大学を下回るランクインした大学は 3.9%（1526 校中 59 校：なお、

THE 世界版がカバーする高等教育機関は 10％未満と推定される） 

 THE ランキングで日本の最高水準は日本医科大学・慈恵医科大学・聖マリアンナ医科大

学の 0.9（世界版）で、世界 1 位（日本版では日本医科大学の 0.7 が最高）。 

 現行の分野別の専任教員配置の基準にどこまで合理性があるかは明示的な検証がなされて

いるわけではない。学習者の個別最適な学習の保証の観点からは、実態把握がまず必要な

のではないか。 

 大学教育のデジタル化の進行（オンデマンド・複数の大学の共同授業等、複数の教職員によ

る教育の供給が進展）、クロスアポイントメントの増加（臨床や実業との兼務を含む）によって、

大学設置基準第 12 条 3 項に該当する「当該大学における教育研究以外の業務に従事する」

「専任教員」を配置が求められる状況が高まると考えられる。 

 上記の論点や、学位プログラムの考え方にたった場合、授業科目担当としての「専任教員」を

大学教育の責任の基礎単位とする発想自体が合理性を失いつつある。他方で、学位プログラ

ムとしての責任主体をどこに置くのかが現行の大学設置基準上は示されていない。 

 上記に関連して、共同教育課程、工学に関する学部の教育課程等、国際連携学科などの対
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応がなされている一方でルールが複雑化しており、他方で革新的な挑戦を行う上では考え方、

手続きの両面で硬直的な規制として作用するリスクがある。 

 

↓ 
（提案） 

 最低基準としては現行の水準を維持するか、むしろ向上させるべきではないか。 
 現行の「専任教員」の人数を基数とする設置基準ではなく、「フルタイム換算」による教員配置

を基軸とするあり方に改めていくべきではないか。 
 大学教育質保証の責任主体の基本単位を、個々の授業科目を担当する専任教員から、学

位プログラムの長・主任を単位とするものに組み直すべきではないか。 
 教員配置とそのモニタリングに関わり、短期的対応とともに、中長期的な将来展望を踏まえた

再検討を行うべきではないか。 
 

（詳細な論点） 

 我が国の現行の大学設置基準の定義（専任教員）、学校基本調査の定義（本務・兼務）は、

head count を基本としたものとなっているが、これは実態に合わない。（大学設置基準第 46 条

共同学科に係わる専任教員数などに一部工夫が見られるが、複雑でわかりにくいものとなっ

ている他、定員による縛りなど学生のニーズへの柔軟な対応への発展可能性に限界があるア

プローチと思われる。）国際的に定着しているフルタイム換算を基本としたあり方に合わせてい

くべきである。 

（参考：HESA https://www.hesa.ac.uk/support/definitions/staff#terms-employment 英国） 

 ただし、現行の分野別の専任教員配置の基準にどこまで合理性があるかは明示的な検証が

なされているわけではない。むしろ、大学設置基準第 18 条 2 項「収容定員は、教員組織、校

地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。」と

の考え方を基軸として、大学設置認可・認証評価等のプロセスにおいて「総合的な判断」が行

える裁量を担保するべきではないか。 

 大学設置基準に学位プログラムを位置づけた上で、質保証の責任主体の基本単位を学位プ

ログラムの長・主任とすることで、教員を専任教員のヘッドカウント方式ではなくフルタイム換算

にしたり、チームでの教育を促進することが可能になるのではないか。 

 中長期的には日本の大学教職員のスタッフレコードを収集する仕組みの整備を検討すべき

である。（参考 HESA Staff Record https://www.hesa.ac.uk/collection/c20025/introduction）。

現行の、大学設置基準時点に重点を置いた教員配置情報の収集と審査は、今後の 18 歳人

口減少や急激な社会変化への柔軟な対応や、継続的な大学教育の質保証による学習者へ

の適切な学習環境の確保の観点からは、合理的とは言えない。技術的には、日本の大学の

全教員について、所属ベースではなく（クロスアポイントなど）契約をベースとして教員情報を

収集できる環境は整っている（例えば、研究者に関しては、科研申請者全員の個人データベ
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ースがあり、エフォート管理もなされている）。 

 

施設等の在り方について 

 

 コロナ禍で急激に拡大・普及したオンライン・遠隔授業の活用は、今後対面では実現できない

ような大学教育、コストパフォーマンスの向上による幅広い学生への国際的学習環境の提供

など、大学教育の新たな可能性を広げている。 

（参照：ミネルヴァ大学 https://www.minerva.kgi.edu/undergraduate-program/global-experience/） 

 このことは、基本的には教育環境をより充実させる方向での柔軟な対応を求めるべきことを意

味する一方、大学設置基準上の現行のキャンパス環境への条件を緩める必要は感じない。 

 対面でしか得られない学習体験はあり、選択肢が広がればかえって時間的には少なくなる対

面の学習効果を高める観点から、より質の高い施設・設備の提供が求められる。 

 今後、オンライン、対面を柔軟に組み合わせた大学教育の充実を図っていくためには、以下

のようなコンセプトに立った学習環境の整備が求められると考えられる。 

 対面・遠隔の学生がともに一つの授業で一緒に学ぶことを前提とした教室(BYOD が基

本)→希望するすべての学生の対面参加を保証し、かつ、一人あたりのスペースは 1 人

最低 1 台のディバイスの利用を前提とした十分な学習空間の確保が求められる。 

 1 日のなかで対面とオンラインの授業の両方があることを想定して、オンラインでアクティ

ブ（発言して）に授業に参加できる個別学習スペースがキャンパス内に十分確保される必

要がある。 

（ 参 照 ： https://www.brightspotstrategy.com/online-learning-higher-education-space-

design/） 

 実験的・先進的な施設・設備の使い方：他大学とコンソーシアムを組んで施設・設備を共有、

あるいは契約による利用権の確保などは、「総合的判断」として、設置審、認証評価において

判断できる裁量を担保すべきではないか。 

 

 

 

 



総務省「平成28年社会生活調査」における学習・その他の時間

1

• 大学生は遊んでいるわけではない（通学・仕事時間を考慮する必要）
• 大学院生は、学業・仕事を合わせると最も忙しく、かつ通学・仕事時間が多い。
→地理的にバランスの取れた高等教育機会の提供と、高等教育段階（特に大学院）における学生へ
の経済支援の必要性とともに、学習時間確保のためにオンラインによる移動時間の削減効果が見
込まれる可能性を示している。

4
2
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